
 

学校だより１１月号 
                                  （№３０９）   

豊かな体験を通して・・・・ 
                   

１０月は、各学年ともいろいろな行事、学習を行いました。 

６年生は、１０月６日（火）、７日（水）に１泊２日の日程で、萩市、

美祢市に修学旅行に行きました。事前の学習を踏まえて歴史学習を行う

など、有意義な２日間となりました。 

また、９月に実施した５年生に引き続き、１年生（１日）は、宇部空港、

宇部市交通局及び山口きらら博公園への社会見学を行いました。４年生

（９日）は、国立山口徳地青少年自然の家での体験学習を行い、２年生（１６日）は、下関市の海響

館、３年生（２６日）は宇部興産等への社会見学を行いました。保護者の皆様には、弁当の準備等た

いへんお世話になりました。教室での学習に加え、校外に出かける行事や学習での豊かな体験を通し

て、子どもたちは、成長します。これからもご協力をお願いします。 

 

さて、今年度の人権参観日（９月予定）は、新型コロナ感染症対策のため、中止とさせていただき

ました。本校の人権教育への取組として、「自他の『人権』を大切にする取組を推し進め あたたかな

関係をはぐくむ。」を、学校教育の基本方針（経営ビジョン）の今年度の重点取組事項に位置付けてい

ます。世界人権宣言第１条の中にあるように「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、

尊厳と権利とについて平等」です。現在、残念なことに、インターネット上では、新型コロナウイル

ス感染症に関するデマ情報がたくさん流れています。このことも大きな人権問題の一つになっていま

す。このような中、これらのデマ情報の拡散を防止するために、宇部市では、『ＳＴＯＰ！コロナ「デ

マ」キャンペーン』の取組を実施しています。また、来月１２月１０日は、国際連合が定めた「人権

デー」です。わが国では、毎年１２月４日から同月１０日までを「人権週間」と定めています。その

期間中、全国各地でさまざまな啓発活動が展開されます。 

本校では、人権教育とも関連付け、

「いじめ撲滅宣言」を作成し、「５つ

の誓い」（「口」「耳」「目」「手足」「心」

で始まる５つ）を宣言しています。

「いじめ」は、人権侵害です。絶対

に許されないことです。 

ご家庭でも、平素から友人関係等

について話す機会をもっていただき

たいと考えています。 

宇部市では、いじめの現状を把握するため、市内公立全小・中学校児童生徒及び保護者を対象に「い

じめアンケート」を年２回、実施しています。２回目の提出締切を１１月５日（木）としています。 

保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

                    校長 河井 悟 

 【西岐波小いじめ撲滅宣言】 

 ～いじめを許さない、いじめのない学校・地域をめざして～ 

  「口」は人を励ます言葉や感謝の言葉を言うために使おう 

  「耳」は人の言葉を最後まで聴いてあげるために使おう 

  「目」は人のよいところを見るために使おう 

  「手足」は人を助けるために使おう 

  「心」は人の痛みが分かるために使おう 

宇部市立西岐波小学校 令和２年（2020年） 

児童数 ６７１名 

（10月 20日現在） 



日 曜 行事予定 給食

29 日

30 月 ○

28 土

5 木 あおぞら号来校 ○

6 金 ○

20 金 参観日予備日 ○

17 火
代表委員会
メディアチェック週間開始 ○

18 水 ○

○

15 日

16

4 水
歯科検診（全学年）
スクールカウンセラー来校 ○

2 月 ○

1 日

3 火 文化の日

9 月 かけ足タイム開始　教育相談週間 ○

7 土

8 日

11 水 ○

12 木 ２年親子ふれあい活動

月 ○

13 金
４年社会見学
（下校：１５時頃から流れ解散） ○

14 土

10 火 委員会活動　１年モーモースクール

○

23 月 勤労感謝の日

24 火
ウォークラリー集会
スクールカウンセラー来校 ○

21 土

22 日

19 木 参観日（体育学習発表会） ○

25 水 ○

26 木 ○

27 金 ○

11月行事予定暑さ対策へのご協力ありがとうございました

１０月１３日付配付文書にて

ご案内したとおり、１１月１９日

（木）に運動会に代わる位置

づけとして、「体育学習発表会」を行います。観覧

の注意点等の詳細は、上記配付済み文書（本校

HP掲載済み）にて、各学年の種目の内容は各学

年からの学年だよりにてご確認ください。

以下、特に注意していただきたい点を記載して

おりますので、ご確認とご対応についてお願いい

たします。

・各ご家庭からの来校者は２名までとします。また、

健康観察（検温）やマスクの着用をお願いいたし

ます。

・観覧はお子様の学年のみとし、入れ替え制とし

ます。入れ替えの時間を２０分確保しております

が、速やかな移動にご協力ください。

・テントやタープ、シート等の設置は不可とします。

・保護者用の駐車場は確保しておりません。ご

不便をおかけしますが、徒歩か二輪車にてご来

校ください。近隣施設での駐車は厳禁とします。

１０月に入ってから特に朝晩の気温が下がり、

すっかり秋らしくなってきました。９月のうちは、ま

だまだ暑い日も多かったですが、おかげさまで熱

中症等の大きな事故も起きず、児童は元気に過

ごすことができました。保護者の皆様方におかれ

ましては、帽子や水筒の準備等、ご協力ありがとう

ございました。今後、帽子や水筒の準備について

は任意とはなりますが、体育学習発表会や持久

走大会の練習も始まりますので、お子様と相談し

て今後も持たせるなどの対応をお願いいたします。

なお、感染症対策は継続して行っていきます。

マスクの着用や健康観察（検温）等のご協力につ

いても引き続きよろしくお願いいたします。

１１月の参観日（体育学習発表会）について

今月は、１３日の４年以外、下

校時刻の変更はありません。

宇部市が、現在、市内全地区（２２地区）にいき

わたるよう防災スピーカーの設置を進めておりま

す。西岐波地区は、設置場所が本校運動場南西

側角地（学童舎側）に指定され、現在、基礎工事

が行われております。現時点で工事の終了期日

は未定ですが、今年度中には終了する予定です。

学童保育のお迎えや学校施設開放での運動場

使用等でご迷惑をおかけすることもあるかと思わ

れますが、ご理解とご協力についてよろしくお願

いいたします。

防災スピーカー工事について

今年度は、運動場での密を防ぐため、

低・中・高学年で別日に実施します。

[Ｐ数配布]


